
懸
1　　切

蝿
幸
巻
　
幕
無
號

大
正
十
四
年
十
月
一
日
獲
行

　
　
　
　
　
　
（
通
巻
第
四
十
號
）

冷

点

支
那
史
上
に
於
け
る
公
私
債
務
の
免
除

　
蕪
に
公
私
債
務
こ
い
ふ
の
は
、
入
選
の
公
部
ち
官
府
に

劉
す
る
債
務
及
び
私
人
に
澄
す
る
債
務
の
意
昧
で
あ
る
。

我
鎌
倉
時
代
の
中
頃
か
ら
室
町
蒔
代
へ
か
け
て
行
は
れ
た

所
謂
徳
政
の
中
に
、
私
人
に
甥
す
る
債
務
の
免
除
の
包
含

さ
れ
て
居
た
こ
ご
は
、
改
め
て
串
す
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
沸
史
上
に
於
け
る
公
獄
債
務
の
免
除

文
學
樽
士
　
加

藤

繁

　
私
は
、
支
那
史
上
に
我
國
の
徳
政
に
似
た
事
例
が
存
し

た
か
否
か
に
就
い
て
、
少
し
く
考
究
を
費
し
た
。
さ
う
し

て
、
五
代
豊
代
な
ざ
に
於
て
公
私
債
務
免
除
の
稗
行
は
れ

た
こ
ご
を
見
降
し
た
。
下
に
其
れ
を
報
告
し
よ
う
。

二

人
民
の
公
私
債
務
を
免
除
し
た
三
筆
は
、
主
こ
し
て
五

　
　
　
　
　
　
第
劉
號
　
　
　
　
一
　
（
四
八
｝
）



　
　
　
第
十
総
　
　
研
　
究
　
　
丈
那
吏
上
に
於
け
る
公
私
債
勝
の
免
除

代
及
び
累
代
に
於
て
見
畠
さ
れ
る
け
れ
ざ
も
、
併
し
是
れ

よ
b
…
以
前
に
全
く
左
様
な
事
応
貰
が
無
か
っ
元
か
ご
う
か
、

一
々
槍
解
し
て
置
か
う
。
漢
書
、
武
帝
紀
、
元
朔
元
年
三

月
甲
子
の
條
に
は

　
立
皇
盾
衛
氏
レ
詔
日
。
朕
聞
天
地
不
潔
。
不
通
二
化
。
陰
陽
不

　
愛
。
羽
撃
暢
茂
。
易
暴
羨
。
使
集
倦
。
嚇
藏
天
下
。

　
　
　
　
　
　
　
む
む
　
　
　
む
　
　

　
與
民
更
始
。
七
浦
…
貸
下
僻
訟
。
在
職
景
後
三
年
目
前
。
皆
瀬
聴

　
治
。

ご
あ
り
、
同
、
昭
帝
紀
、
始
元
四
年
三
月
甲
寅
の
條
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
立
皇
后
上
黒
氏
。
激
天
下
。
聯
訟
在
後
二
年
前
。
皆
勿
聴
治
。

ビ
あ
る
。
遽
は
蓮
賦
蓮
租
を
指
す
・
の
で
、
滞
納
の
租
税
で

あ
る
。
貸
は
朝
廷
か
ら
民
に
貸
附
け
た
粁
種
食
料
の
類
で

あ
る
Q
直
黒
？
を
治
め
な
い
ご
い
ふ
の
は
、
入
民
の
公
に
熱

す
る
債
務
を
免
除
す
る
こ
ご
に
露
な
ら
ぬ
。
食
逸
は
民
事

刑
事
…
切
の
訴
訟
を
意
昧
せ
る
こ
ご
、
解
せ
ら
れ
る
が
、

民
事
の
訴
訟
の
中
に
は
銭
穀
の
貸
借
に
關
す
る
も
の
も
有

っ
た
で
あ
ら
う
。
随
っ
て
僻
訟
を
免
除
す
る
ご
い
ふ
こ
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
第
腿
號
　
　
　
　
二
　
（
四
入
二
）

の
中
に
は
、
膚
ら
私
人
に
興
す
る
債
務
の
免
除
も
含
ま
れ

た
で
あ
ら
う
。
漢
書
に
詰
る
に
、
雪
転
の
免
除
は
、
朝
廷

に
慶
事
の
あ
っ
た
場
合
、
水
旱
鱗
雲
の
越
こ
つ
π
場
合
な

ご
に
数
多
く
見
え
る
け
れ
こ
も
、
僻
訟
を
，
免
じ
た
こ
ざ
は

右
二
箇
條
の
外
殆
見
え
な
い
。
蓋
絶
代
に
託
て
、
人
民
の

公
に
封
ず
る
債
務
は
屡
々
免
除
さ
れ
た
け
れ
ざ
も
、
私
人

相
互
の
債
務
の
免
除
さ
れ
る
こ
ε
は
稀
少
で
あ
っ
た
の
で

あ
ら
う
〇

三
國
志
、
塁
纂
孫
継
傳
、
赤
鳥
＋
三
年
入
月
の
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む

　
丹
陽
句
容
及
故
瓢
寧
西
諸
山
崩
。
瀧
水
澄
。
爾
今
蓮
責
。
給
貸

　
種
食
。

ご
あ
っ
て
、
蓮
責
を
質
す
ご
い
ふ
こ
ご
が
見
え
る
。
原
は

免
除
の
意
で
責
は
債
に
璽
ダ
る
。
馨
欝
霜
、
露

元
年
十
二
月
立
位
の
條
に
も

　
於
是
大
数
改
元
。
賜
天
下
重
盗
五
級
。
鰹
寡
二
面
不
能
自
存
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
む
む
む
む
む

　
導
入
五
罪
。
復
天
下
租
賦
嘱
望
市
之
征
一
年
。
逼
債
宿
負
皆
勿

　
む

　
牧
。
除
奮
嫌
。
解
禁
鋼
。
亡
官
失
樗
者
悉
虚
者
。



罵

欝

ご
あ
っ
て
、
’
蓮
債
宿
負
急
撃
む
る
凝
し
ビ
見
え
る
。
同
書

同
紀
、
太
康
六
年
正
月
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
　
　
　

　
以
比
論
不
登
。
発
影
響
宿
負
Q

ご
あ
b
、
同
蜷
孝
武
帝
紀
、
太
元
五
年
六
月
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
む
　
　

　
以
比
懸
詞
倹
大
数
。
自
太
元
三
年
北
山
蓮
租
宿
債
皆
鋤
除
之
。

　
云
云
◎

ε
あ
り
．
太
元
十
七
年
正
月
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

　
大
赦
。
除
蓮
租
宿
債
。

ご
あ
る
。
郵
書
に
は

辮
癬
三
三
。
縫
一
三
賦
課
蝶
豫
初

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

姦
雫
。
略
。
認
日
尾
一
遍
。
難
姦
擦
紀
、

　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

原
業
諸
郡
諸
、
謹
撰
筋
道

　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
大
激
天
下
。
諸
暗
潮
在
十
九
年
以
蘭
。
　
…
三
原
除
。
去
歳
夫
牧

　
者
。
疇
量
申
減
。
云
云
。
綱
畦
㌍
既
脇
二

雲
華
。
大
婆
下
。
急
電
聖
職
震
。
云
云
。
蜷

　
孝
武
本
紀
、
元

　
嘉
ご
一
十
年
四
月

置
丙
串
朔
、
日
動
蝕
之
．
丙
辰
。
太
赦
天
下
。
文
武
賜
爵
一
級
。

　
　
　
む
　
む
　
む

羅
筏
。
笹
葺
。
着
筆
建

　
　
　
第
十
谷
　
　
　
研
　
究
　
　
支
那
窺
上
に
於
け
る
公
忍
債
務
の
免
除

　
　
車
駕
躬
耕
籍
田
。
大
数
天
下
。
書
方
徒
繋
。
及
里
宮
獅
働
大
明

　
　
元
年
以
前
。
一
叢
除
。
云
云
。
羅
環
明

　
　
可
大
整
下
。
行
幸
所
。
無
出
叢
粗
布
。
其
洗
撫
働
勿
復

　
　
牧
。
云
云
。
綱
哉
が
漱
吻
七

契
婆
下
。
喪
中
纏
翻
勿
緩
。
款
颯
蘇
蟹
鑛

　　

嚶
倹
¥
京
響
背
解
嚴
。
鷺
意
観
釜
劉
糠
範
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
警
下
。
文
武
階
位
奪
。
廃
除
江
鐙
債
。
云
云
。
畿

　
　
轟
鷲

森
篁
灘
。
轟
鶴
號
難
繋
除
鍵
魏
膝

ご
あ
っ
て
、
蓮
租
宿
沢
煮
は
蓮
債
・
遽
空
乱
を
免
除
す
る

こ
ご
を
載
せ
て
居
る
。
右
三
國
志
以
下
に
見
え
て
居
る
蓮
，

租
宿
債
．
趙
債
。
蓮
責
。
蓮
負
・
租
貸
宿
直
等
の
語
は
皆
同
義

で
、
蓮
債
。
蓮
負
は
霊
魂
宿
債
若
し
く
は
蓮
租
宿
負
の
略

繕
ご
解
せ
ら
れ
る
。
さ
う
し
て
宿
債
・
宿
負
は
、
漢
書
に

謂
ふ
と
こ
ろ
の
貸
ご
同
じ
く
、
官
か
ら
民
に
貸
附
け
た
鑓

穀
の
類
を
指
す
の
で
、
宋
書
順
帝
本
紀
に
諸
負
官
物
云
云

ご
あ
る
の
高
一
で
あ
ら
う
。
南
齊
遺
糞
帝
本
紀
、
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
纂
四
號
　
　
　
三
（
刈
入
三
）



　
　
　
鑛
十
巻
　
　
　
爾
　
究
　
　
支
螂
災
上
に
於
け
ろ
公
颯
縫
幣
の
免
除

武
元
年
の
即
位
の
認
に

　
泄
租
宿
貴
。
換
負
宮
物
。
在
建
武
元
年
霜
害
。
悉
療
除
。

ご
あ
る
の
も
、
此
の
解
繹
を
助
け
る
に
足
る
も
の
で
あ
ら

う
。
陳
書
蜷
延
顧
本
紀
、
永
定
三
年
六
月
、
潮
位
の
詔
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
む
　
む
　
　
む
む
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　

　
可
大
赦
天
下
。
都
⊃
中
泄
三
宿
債
。
吏
艮
癒
負
。
可
勿
復
牧
。

　
　
　
　
　
　
　
　

ご
あ
る
の
も
、
同
　
轍
で
あ
っ
て
、
吏
民
惚
〔
慰
〕
負
ご
は

吏
民
の
期
に
蓮
っ
て
償
還
し
な
い
負
債
の
意
味
で
、
蓮
租

宿
債
を
繰
返
し
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
ら
う
σ
蓮
債
の
整

除
に
冠
す
る
記
事
は
、
南
齊
書
・
肩
書
・
陳
書
等
に
術
ほ
散

見
し
て
居
る
が
三
三
す
る
。

　
以
上
蓮
べ
た
所
に
依
れ
ば
、
人
艮
の
官
に
配
す
る
債
務

を
免
除
す
る
こ
ご
は
、
漢
か
ら
六
朝
に
亙
っ
て
屡
々
行
は

れ
た
け
れ
ご
も
、
入
民
相
互
の
債
務
を
免
除
す
る
こ
ご
は

漢
代
に
＝
帰
其
の
例
ご
思
し
き
も
の
を
認
め
る
だ
け
で
、

他
の
時
代
の
記
鋒
に
は
全
く
見
出
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

三

階
賜
號

郷
（
観
入
麗
）

　
新
癌
書
に
は

　
叢
論
講
漁
頭
勝
癖
繁
蘇
喩
、

　
尭
天
下
七
年
以
蘭
闘
争
。
蜘
職
h
騙
脱

　
大
激
略
○
巾
発
民
櫛
猫
概
鮎
。
馨
環
黙
製
蔵
元

　
大
数
黙
秘
。
癖
直
惣
鉋
。
溺
鮭
が
願
穂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　

　
大
敵
。
発
元
和
二
年
乾
繭
蓮
負
．
聡
枇
ね
諜
琳
脚
、

　
鋤
度
支
鷺
鐵
漉
麹
。
醸
波
膿
講
確
解
嘱
曙
撚
〕
跡
継
ズ
帳
蘇

　
篭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
回
。
琵
域
漣
三
年
三
三
蓮
負
。
謄
渤
制
鱗
稼
噸
駅

嫁
ざ
あ
る
が
、
研
…
謂
自
負
は
言
ふ
ま
で
も
な
く
蓮
租
宿
負

で
、
宿
負
は
官
に
回
す
る
積
年
の
債
務
で
あ
る
こ
ビ
六
朝

時
代
ご
同
…
機
で
あ
ら
う
◎
此
れ
は
、
、
右
肩
宗
本
紀
乾
元
元

年
の
條
に
免
民
蓮
租
宿
債
ε
あ
る
の
が
、
其
の
原
交
た
る

唐
大
詔
倉
集
盛
代
宗
帥
位
赦
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　

　
天
下
百
姓
道
程
同
調
。
貸
糧
種
子
。
諸
色
欠
員
官
物
。
一
切
放

　
発
。

ご
見
え
、
又
同
本
紀
慶
徳
元
年
七
月
の
條
に
免
民
蓮
負
ご

あ
る
の
が
、
蕩
原
文
に
近
赫
府
元
亀
驕
鰯
蕎
年

し



　
の
薬
事
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
り
　
む
　
む
　
り

　
　
二
年
七
月
改
元
廣
徳
。
魂
棚
百
姓
濾
租
懸
調
及
一
切
欠
負
官
物

　
　
　

　
　
等
。
自
蜜
慮
元
年
二
月
三
軸
巳
前
。
並
放
免
。

　
ε
見
え
る
の
に
依
っ
て
も
窺
は
れ
る
Q
爾
ほ
唐
大
認
禽
集

　
に
は
師
位
・
改
元
・
立
太
子
・
恩
宥
等
の
際
に
於
け
る
赦
交

　
徳
昔
を
数
多
く
掲
げ
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
私
人
相
互
の
債

　
務
の
免
除
に
言
及
し
た
も
の
は
一
つ
も
見
出
さ
れ
な
い
。

　
同
書
裕
M
撚
宗
、
威
通
八
年
五
月
徳
勲
臼
に
は

　
　
如
聞
府
縣
禁
入
学
豫
私
債
。
及
鋼
身
監
禁
。
逡
無
計
時
生
。
須

　
　
有
理
流
。
乱
焼
存
濟
。
自
今
日
以
前
。
慮
百
姓
舞
欠
旧
債
。
如

　
　
無
物
産
三
三
。
三
身
無
職
三
三
俸
。
所
在
州
縣
北
諸
軍
司
。
須

　
　
肩
輿
期
限
。
切
羽
得
禁
固
校
料
。
令
其
失
業
、
又
顛
不
得
許
利

　
　
上
図
利
。
忍
路
廻
利
作
本
。
重
重
徴
牧
。
如
有
蓮
越
。
勘
實
湊

　
　
聞
。
云
云
。

　
ご
あ
っ
て
、
債
務
者
保
護
の
爲
め
詳
細
な
命
命
を
降
し
て

　
居
る
が
、
而
も
進
ん
で
債
務
を
免
除
し
よ
う
ε
は
し
て
居

ら
ぬ
。
但
し
唐
會
要
談
雑
録
、
敬
宗
、
新
暦
元
年
正
月

七
H
の
勅
に
は

覧
　
　
　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
史
上
に
於
け
る
公
楓
債
務
の
免
除

　
慮
京
城
内
。
有
私
債
経
十
年
巳
上
。
曾
出
利
過
本
爾
倍
。
本
部

　
主
及
元
保
入
死
亡
。
並
無
家
康
者
。
宜
令
盗
臨
写
爲
徴
理
。

ピ
あ
っ
て
、
長
安
城
中
の
民
に
し
て
、
私
人
の
債
を
負
ふ

こ
ご
十
年
已
上
、
利
を
田
だ
す
こ
ご
元
金
の
二
倍
に
達
し

且
つ
本
部
主
〔
借
受
人
か
〕
及
び
元
保
入
〔
保
催
顔
〕
の
死
し

並
に
家
産
無
き
者
に
博
し
て
、
其
の
債
務
を
免
除
す
る
こ

ご
を
載
せ
て
居
る
。
此
れ
は
こ
も
か
く
も
或
條
…
件
に
依
っ

て
私
債
の
免
除
を
行
っ
た
も
の
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

醤
蘭
書
鉾
敬
宗
本
紀
に
は
還
暦
元
年
歪
月
乙
巳
朔
。

辛
亥
。
親
祀
昊
天
上
帝
干
私
論
Q
禮
畢
。
御
丹
鳳
楼
。
大

駈
。
改
元
貿
暦
元
年
。
ご
あ
る
が
、
正
月
辛
亥
は
七
口
に

盗
る
か
ら
，
右
唐
鋤
要
の
勅
は
改
元
の
赦
文
の
一
節
ビ
知

ら
れ
る
。
此
の
激
文
は
．
現
在
の
交
獄
中
、
唐
代
に
於
け

る
私
債
免
除
を
傳
へ
た
睡
一
の
記
録
で
あ
る
が
、
其
の
條

艀
が
頗
煩
確
で
、
適
用
の
範
幽
が
極
め
て
狡
少
で
あ
っ
た

ら
う
か
ら
，
實
恵
は
幾
も
民
に
及
ば
な
か
っ
た
こ
ご
、
察

せ
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
唐
代
に
於
て
は
、
大
孔
か
ら
魏

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
　
五
　
（
四
入
五
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
吏
上
に
於
け
る
公
忍
縫
務
の
髭
除

れ
ば
、
私
債
の
免
除
は
殆
行
は
れ
な
か
っ
た
ご
謂
っ
て
よ

か
ら
う
。

四

国
五
代
史
絡
梁
末
帝
紀
、
貞
明
六
年
四
月
丁
亥
の
刷
に

盤
警
急
之
身
。
託
億
兆
之
上
。
四
海
委
。
λ
年
姦
。

三
業
競
號
。
日
旗
一
口
。
難
鍮
山
越
海
。
粛
立
方
來
。
而
召
雨

時
風
。
…
量
尤
爾
在
。
顧
藪
残
置
。
勢
我
大
邦
。
將
士
久
干
戦
征
。

黎
縢
斜
子
力
役
。
木
牛
暫
息
。
立
師
人
有
乏
鍵
臥
龍
。
流
馬
繋

行
。
則
丁
鮭
有
無
塀
之
苦
。
況
青
春
告
謝
。
朱
夏
二
輪
。
妨
我

農
時
。
迫
我
戎
事
。
永
雷
大
計
。
思
致
小
康
。
宜
亘
駐
在
宥
之

恩
。
稽
示
股
憂
之
旨
。
用
兵
之
地
。
賦
役
蜜
煩
。
不
有
燭
除
。

何
使
存
濟
。
除
爾
京
一
雨
回
外
。
鷹
三
二
国
鳥
齊
魏
滑
鄭
灘
折

密
語
登
葉
溝
陳
許
均
図
嚢
郡
南
俵
唐
墨
雍
脅
至
嘱
汝
商
等
三
十

一一

B
。
慮
欠
貞
明
四
年
終
備
前
夏
秋
爾
貌
・
堪
忍
齊
滑
灘
嚢
番

輝
等
隠
州
。
兼
学
貞
明
四
年
巳
前
週
田
純
利
物
色
等
。
蛇
委
租

庸
使
。
逐
州
饗
名
額
数
露
華
・
棉
趣
麹
町
伽
釦

O
O
O
O
　
　
O
O
O
O
　
．
O
O
Q
O
轟
O
つ
Q
O
O
O
O
O

生
利
遍
轄
。
自
違
絡
條
。
所
在
州
縣
。
不
在
更
與
徴
理
之
限
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
隅
一
騨
軸
　
　
　
　
　
山
ハ
　
（
潮
入
六
）

　
　
〔
「
〕

　
　
云
云
。

ご
あ
っ
て
、
慮
宋
等
三
十
二
州
の
貞
明
四
年
以
前
の
爾
税

及
び
郷
齊
等
レ
㌔
州
の
螢
国
課
利
物
色
を
鑓
放
す
る
ご
漉
ハ
に

此
等
の
地
方
に
於
け
る
民
間
遠
年
の
債
負
に
し
て
生
利
過

信
な
る
も
の
の
徴
理
を
禁
じ
淀
こ
ご
を
載
せ
て
居
る
。
當

時
梁
は
晋
に
攻
め
ら
れ
て
連
年
戦
爾
に
從
事
し
、
人
艮
は

賦
役
の
煩
苛
に
苦
し
み
つ
》
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
爾

税
等
の
外
、
結
樽
の
債
務
を
も
免
除
し
て
、
其
の
不
卒
を

慰
め
よ
シ
ご
試
み
た
の
で
あ
ら
う
。
此
れ
は
右
制
詔
の
交

に
依
っ
て
も
察
す
る
こ
ご
が
出
摩
る
。
同
、
龍
徳
元
年
〔
貞

明
七
年
龍
徳
ご
改
元
す
〕
改
元
の
鋼
に
は

　
公
私
債
員
。
納
利
及
一
倍
己
上
考
。
不
得
利
上
生
利
。

ご
あ
っ
て
，
債
務
を
免
除
し
た
の
で
は
な
い
け
れ
こ
も
、

公
私
貸
金
の
利
息
を
制
限
し
た
こ
ε
を
載
せ
て
居
る
。
冊

府
悪
難
蜷
姻
田
鰻
計
部
、
鰯
復
一
、
後
胤
金
離
．
同
光
元

年
四
月
、
邸
位
の
詔
に
は

　
癒
有
婦
頚
。
不
漁
公
私
。
若
曾
重
重
出
利
。
累
経
徴
理
。
填
蓬



　
不
愚
者
。
並
皆
羅
放
。
・

と
あ
っ
て
、
年
を
経
論
公
私
の
債
務
を
繹
放
し
た
こ
ご
が

見
え
る
。
叉
、
同
書
、
同
年
＋
月
、
四
這
を
取
り
、
梁
を

滅
し
た
時
の
詔
に
は
、

　
理
國
之
道
、
莫
若
安
民
。
拗
課
之
規
。
盧
從
薄
謀
。
庶
燧
息
肩

　
之
願
。
翼
譜
鼓
腹
之
譲
。
慮
話
道
戸
口
。
蚊
三
三
其
差
役
。
魯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
務
醤
農
。
所
係
残
欠
賦
税
。
及
三
三
懸
欠
積
年
課
利
。
及
公
私

　
　
り
　
り
　
り

　
縫
員
等
其
三
州
城
内
。
自
牧
復
日
巳
薗
。
並
不
在
徴
理
之
隈
。

　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
二
〕

　
慮
天
下
諸
濾
。
自
壬
午
年
十
二
月
巳
前
論
放
。

ビ
あ
っ
て
、
新
に
獲
た
三
州
城
内
の
民
に
勤
し
て
は
．
牧

復
の
日
よ
b
巳
前
の
三
三
賦
役
等
並
に
公
私
の
債
負
を
除

放
し
、
三
三
の
天
下
諸
道
に
甥
し
て
は
、
壬
午
の
年
育
ち

此
の
前
年
以
前
の
其
れ
を
除
放
し
だ
こ
ピ
が
見
え
る
。
此

の
公
私
債
負
動
転
の
倉
は
、
前
の
諸
事
例
が
、
三
年
の
債

負
を
昌
的
こ
し
だ
の
に
引
換
へ
、
殆
無
卦
件
で
あ
っ
た
こ

ε
語
意
せ
ら
れ
る
。
又
同
書
蜷
望
後
麿
、
明
宗
、
天

成
ご
年
十
月
辛
丑
の
認
に
は
、

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
史
上
に
於
け
る
公
泓
積
務
の
焦
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

．
磨
繍
州
城
内
百
姓
。
既
経
驚
離
。
須
議
優
饒
。
宜
放
二
年
崖
税

　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
む

　
暗
索
私
債
負
如
是
在
城
廻
團
野
物
。
及
公
私
質
庫
。
除
鮎
簡
見

　
在
外
。
賢
経
兵
士
散
計
者
。
不
断
年
月
蓮
近
。
並
宜
鋤
放
。
云

　
云
。

ご
あ
る
。
丈
中
驚
甥
ご
あ
る
の
は
、
此
の
年
十
月
乙
丑
汁

州
宣
武
軍
三
度
使
朱
守
違
反
還
し
て
、
馬
歩
軍
指
揮
使
轟

彦
超
之
に
死
し
、
項
目
、
守
般
も
亦
膚
殺
し
た
事
件
を
指

す
。
此
の
文
の
意
昧
は
十
舜
明
で
な
い
が
、
想
ふ
に
廻
圓

鏡
物
〔
官
の
貸
出
に
係
る
鏡
物
で
あ
ら
う
〕
を
借
り
た
も
の

公
私
質
庫
か
ら
銭
を
借
む
た
も
の
で
、
三
際
兵
士
の
劫
掠

を
被
っ
た
も
の
に
賦
し
て
は
、
年
月
の
三
三
を
問
は
す
悉

其
の
債
務
を
鰯
放
し
、
臼
籐
の
公
私
三
三
は
遠
回
の
も
の

、
み
之
を
除
放
す
る
こ
い
ふ
こ
ご
で
あ
ら
う
Q
同
、
暦
高

租
天
編
五
年
正
月
朔
の
制
に
も

　
膜
自
勉
翻
求
心
。
泰
臨
大
費
。
承
歴
代
荒
屯
之
後
、
属
前
期
喪

　
鼠
講
鯨
。
鯨
務
緩
和
。
漸
騰
下
膳
。
難
曲
東
遷
梁
苑
。
北
定
郷

　
都
。
國
力
既
虚
。
軍
資
甚
贋
。
所
麹
、
耳
隠
億
載
念
。
督
嚢
是
專

　
営
思
凋
弊
之
民
。
倍
翰
露
勢
之
意
。
今
我
乗
越
簡
。
農
事
欲
興

　
　
　
　
　
　
　
　
第
凶
號
　
　
　
　
七
　
（
四
八
七
）



喚

　
　
　
5
？
妙
十
巷
　
　
孫
　
龍
　
　
支
那
斑
上
に
於
嫉
る
公
獄
縫
瀞
の
琵
除

　
前
条
蓬
於
休
業
．
、
用
命
慮
於
渥
濯
。
盧
転
宿
負
、
鐵
葱
黎
元
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
む

　
癒
皮
帯
元
年
思
事
前
　
公
私
歯
欠
。
　
一
切
除
放
。

ご
あ
っ
て
、
民
を
休
和
せ
ん
が
黒
め
、
天
鵬
元
年
末
以
前

の
公
私
慧
敏
を
一
切
別
言
す
る
こ
ご
を
載
せ
て
居
る
。
此

の
事
は
新
蕎
五
代
史
に
も
見
え
る
の
で
、
蔭
五
代
史
巷
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
「
」
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

晋
高
租
紀
五
に
は
、
降
徳
膏
。
癒
天
工
三
年
絡
公
私
債
敏

叫
切
除
放
。
ご
あ
っ
て
、
、
冊
…
府
元
旦
に
天
幅
元
年
ご
あ
る

の
が
三
年
に
作
ら
れ
、
新
五
代
奥
蜷
晋
本
紀
、
高
租
の
條

に
は
唯
だ
、
徳
望
。
町
民
公
私
債
Q
ご
あ
る
。
私
の
櫨
つ

た
怨
府
元
維
は
明
の
崇
頑
刊
本
で
あ
る
が
、
此
の
本
は
誤

字
が
多
い
か
ら
、
元
年
の
元
も
恐
ら
く
は
談
「
レ
で
、
蕉
五

代
吏
に
三
年
ご
あ
る
の
が
正
確
で
あ
ら
う
。
蓋
右
の
制
は

天
蔵
五
年
正
月
に
降
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
れ
か

ら
満
一
年
下
つ
た
天
稲
三
年
末
を
以
て
公
私
債
負
除
放
の

限
界
ご
定
め
穴
の
で
あ
ら
う
。
爾
ほ
蕉
五
代
史
捲
入
晋
高

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

罪
紀
六
、
下
編
六
年
入
管
壬
寅
の
制
に

　
私
下
債
負
。
徴
利
及
一
倍
者
。
並
放
。
主
持
者
不
在
此
限
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
鰻
號
　
　
　
　
　
八
　
　
（
四
入
八
）

ご
あ
る
を
観
れ
ば
．
能
の
時
、
天
薦
四
年
以
後
の
私
入
に

欝
す
る
債
務
に
し
て
利
を
徴
す
る
こ
ご
既
に
元
金
の
一
倍

に
及
ぶ
も
の
を
除
放
し
た
こ
ご
、
解
せ
ら
れ
る
。
主
持
す

る
藩
は
此
の
限
に
在
ら
す
ご
は
、
官
の
放
債
に
係
る
も
の

は
免
除
の
限
で
な
い
ざ
い
ふ
意
昧
で
あ
ら
う
。
又
冊
府
元

縮
蜷
梱
譜
豊
海
野
天
篇
七
粒
入
月
の
詔
に
は
、

　
叛
…
逆
落
臣
。
必
行
於
討
伐
。
凋
西
之
俗
。
窟
示
於
撫
鞍
。
哨
昨

　
蓮
薄
墨
從
進
。
不
戒
満
干
。
鞭
浅
虫
背
。
占
鎌
城
簸
。
虐
害
入
．

　
民
。
元
兇
巳
就
於
嚴
訣
…
。
比
屋
宜
加
於
屈
曲
。
罰
申
慮
在
城
人

　
戸
。
除
急
行
賑
車
外
、
持
放
今
年
秋
來
立
夏
城
内
物
業
上
租

　
税
。
鵜
中
其
管
内
請
縣
人
戸
等
。
被
安
再
進
鰍
些
事
剥
。
多
是

　
　
　
ロ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
貧
寒
。
慮
天
爾
七
年
夏
視
巳
前
諸
色
残
欠
下
冷
徴
銭
物
つ
並
公

　
む
　
む
　
む

　
私
債
親
等
。
益
與
徐
放
Q

ご
あ
っ
て
、
裏
州
管
内
に
謝
し
て
、
此
の
年
の
夏
視
以
前

の
残
等
等
ご
共
に
公
私
債
負
を
除
放
し
た
こ
と
が
見
え
る

此
の
前
年
、
山
南
東
滋
節
．
度
使
こ
し
て
裏
話
に
駐
し
た
安

從
進
が
反
織
し
、
此
の
年
齢
月
戊
午
諜
に
伏
し
た
の
で
、



0

臨
後
の
入
心
を
緩
撫
せ
ん
が
爲
め
此
の
命
を
濡
し
た
の
で

あ
る
。

　
以
上
の
中
、
梁
末
帝
龍
徳
元
年
の
制
は
利
息
の
刷
限
に

止
ま
る
も
の
で
あ
る
か
ら
之
を
除
外
し
て
も
、
猶
ほ
、
或

は
一
地
方
に
幽
し
、
或
は
領
土
全
膿
に
聾
し
て
、
條
件
附

若
し
く
は
殆
無
駄
件
を
以
て
民
の
公
私
債
負
を
免
除
し
た

事
例
七
個
を
数
へ
る
こ
ご
が
出
振
る
。
此
れ
は
實
に
五
代

五
十
三
年
の
問
に
起
つ
た
の
で
あ
る
。

五

　
五
代
に
点
て
公
私
債
負
の
免
除
の
行
は
れ
た
こ
ご
は
上

述
の
如
く
で
あ
る
が
、
所
調
債
負
ご
は
何
を
指
す
の
で
あ

ら
う
か
。
借
金
、
當
時
の
言
葉
で
言
へ
ば
暴
債
が
共
の
主

な
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
ピ
は
論
ず
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
○

支
那
で
貧
富
の
懸
隔
が
生
じ
た
の
は
随
分
古
い
事
で
あ
る

が
、
庸
の
中
葉
以
後
、
此
の
傾
向
は
亭
々
甚
し
く
、
多
数

入
民
は
貧
乏
を
訴
へ
、
富
者
は
此
れ
に
乗
じ
て
高
利
の
鑓

　
　
　
錐
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
更
上
に
於
け
ろ
公
私
債
務
の
免
除

穀
を
貸
附
け
、
其
の
結
果
貧
民
は
愈
々
渋
し
ん
だ
の
で
あ

っ
て
、
此
の
聞
の
漕
息
は
、
柳
宗
元
の
永
漁
業
録
潭
記
に

其
上
有
居
者
。
以
予
屡
游
也
。
　
｝
旦
黒
門
來
告
日
。
不
勝

　
　
む
　
　

官
紀
私
桜
之
委
積
。
既
菱
山
而
雪
雲
。
願
以
潭
上
之
田
。

貿
実
以
緩
禍
。
ご
あ
り
、
叉
、
全
婁
蔀
戸
韓
愈
癒

所
在
典
貼
良
人
聖
女
等
身
に
、
臣
独
任
早
臥
刺
史
欝
。
槍

責
州
界
内
。
得
七
百
三
十
一
人
。
並
是
良
人
男
女
。
準
律

計
傭
折
直
。
　
一
時
放
免
。
原
脚
本
。
甲
斐
水
実
現
熱
。
或

　
　
　
む
　
む
　
　

因
罰
公
私
債
負
。
胤
逐
相
跳
ハ
貼
。
漸
次
成
風
。
ご
あ
る
な
ざ
に

依
っ
て
も
窺
は
れ
る
。
さ
う
し
て
．
其
の
利
峯
の
如
何
に

高
か
っ
た
か
は
、
豊
里
要
談
尊
志
、
開
元
＋
六
奮
万

十
六
日
の
詔
に
、
比
來
公
私
暴
放
。
取
利
運
深
。
有
損
貧

下
。
事
須
薙
革
。
脅
今
已
後
。
天
下
負
基
。
祇
宜
四
分
取

利
。
官
本
五
号
生
利
ご
あ
る
に
依
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
唐

の
朝
廷
も
此
の
問
題
に
注
意
し
、
右
の
如
く
高
率
で
は
あ

る
が
利
上
を
制
限
し
た
）
、
叉
前
章
に
掲
げ
た
寳
暦
元
年

正
月
の
勅
や
威
遍
八
年
五
月
の
徳
音
に
見
え
る
や
う
債
務

　
　
　
　
　
　
　
第
闘
號
　
　
　
　
九
　
（
四
八
九
）



　
　
　
鑛
十
巻
　
　
研
　
炎
　
　
支
那
史
止
に
於
σ
ろ
公
私
債
務
の
鈍
除

者
保
護
の
命
を
降
し
た
り
な
ご
し
た
。
期
く
し
て
五
代
に

及
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
借
金
の
外
、
質
物
の
本
管
に
鋼
し
て
も
「
下
し
な
け
れ

ば
な
ら
濾
。
質
物
の
本
利
が
、
常
に
、
所
謂
公
私
債
負
の

中
に
包
含
せ
ら
れ
た
か
ざ
う
か
は
明
瞭
で
な
い
。
併
し
包

含
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ
た
こ
ざ
は
、
前
章
に
掲
げ
た
、
後

学
明
宗
天
成
二
年
十
月
辛
丑
の
詔
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
り
　
　

　
　
如
是
在
城
廻
送
詰
物
及
公
私
質
庫
云
云
。

ご
あ
る
に
依
っ
て
窺
は
れ
る
。

　
貸
家
も
遷
代
に
行
は
れ
た
の
で
、
全
唐
文
血
中
に
は
百

官
等
所
有
の
叢
叢
の
家
賃
を
制
限
す
る
詔
も
見
え
て
居
る

五
代
か
ら
宋
へ
か
け
て
も
引
画
い
て
盛
に
行
は
れ
た
の
で

宋
代
に
於
て
は
久
爾
大
雪
等
に
際
し
て
屡
公
私
房
鏡
を
錨

免
し
た
。
家
賃
の
滞
っ
た
も
の
が
、
所
謂
公
私
債
負
の
中

・
に
含
ま
れ
る
か
ご
う
か
は
詳
で
な
い
っ
併
し
借
金
の
幅
利

ご
家
賃
ご
は
大
分
性
質
が
相
零
し
て
居
て
、
前
に
掲
げ
た

債
負
洋
算
の
金
丈
は
其
儘
家
賃
に
常
懐
め
に
く
い
こ
ご
で

　
　
　
　
　
　
　
　
第
鰯
號
　
　
　
｝
○
　
（
四
九
〇
）

あ
る
か
ら
、
滞
納
の
家
賃
は
所
謂
血
合
の
外
ビ
見
る
の
が

妥
當
で
あ
ら
う
。

　
前
章
に
樹
姦
し
た
奮
五
代
史
、
晋
高
窓
天
編
五
、
年
正
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　

朔
の
條
に
、
盛
徳
音
。
癒
天
編
三
年
絡
公
私
降
雪
。
　
一
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

謬
言
。
ご
あ
り
、
新
五
代
史
同
年
同
月
日
の
條
に
も
徳
昔

云
々
ご
あ
っ
て
、
公
私
三
面
免
除
の
倉
に
甥
し
て
徳
昔
の

二
字
を
冠
し
て
居
る
。
石
音
は
詩
経
左
傳
以
下
歴
代
の
文

献
に
見
え
る
語
で
あ
る
が
、
唐
及
び
五
代
に
於
て
は
、
罪
を

激
し
賦
役
を
減
免
し
弊
政
を
除
く
等
凡
そ
恩
澤
を
官
民
に

布
く
の
詔
倉
は
之
を
徳
器
ご
呼
ん
だ
の
で
あ
っ
て
、
唐
大

詔
暑
寒
に
乾
符
四
年
冊
無
漏
轟
音
、
疾
愈
構
音
、
大
和

三
年
疾
流
管
音
、
同
総
池
に
立
成
女
帯
皇
太
子
徳
普
、
長
慶

二
年
冊
皇
太
子
徳
膏
な
ざ
あ
る
の
は
、
皆
其
の
例
こ
す
べ

き
で
あ
る
。
公
私
望
洋
免
除
の
令
も
勿
論
徳
音
で
あ
る
。

併
し
委
し
く
言
へ
ば
穗
普
の
一
種
で
あ
っ
て
．
公
私
債
負

免
除
の
令
が
濁
り
雑
音
の
名
を
専
ら
に
し
た
の
で
は
な
い

徳
政
の
語
も
古
く
か
ら
有
っ
て
隔
唐
五
代
の
際
に
も
行
は



れ
た
。
蓋
徳
音
ご
徳
政
ご
は
相
表
裏
す
る
の
語
で
あ
る
。

詔
倉
其
の
も
の
は
徳
習
で
、
其
れ
が
實
施
せ
ら
れ
る
ご
徳
．

・
政
ご
爲
る
は
す
で
あ
る
。
公
私
債
負
免
除
の
倉
が
徳
昔
の

一
種
で
あ
る
以
上
、
其
の
實
施
は
確
か
に
徳
政
の
一
端
ご

見
ら
れ
た
で
あ
ら
う
。
併
乍
ら
其
れ
が
徳
政
の
名
を
専
ら

に
し
た
の
で
な
い
こ
ご
は
徳
暑
の
場
合
ε
同
様
で
あ
っ
た

ら
う
。

　
公
私
債
務
の
免
除
が
五
代
に
及
ん
で
頓
に
頻
繁
に
行
は

れ
だ
の
は
何
故
で
あ
ら
ジ
か
。
太
李
の
日
に
は
富
め
る
者

が
勢
力
を
占
め
る
け
れ
こ
も
．
観
世
に
於
て
は
必
し
も
耳

標
で
な
い
。
働
世
に
於
て
は
「
多
数
」
ご
い
ふ
も
の
が
頓
に

其
の
カ
を
獲
幽
す
る
。
脚
ち
、
富
め
る
少
数
よ
り
も
．
貧

し
き
多
数
の
去
就
向
背
が
世
の
中
を
動
か
す
。
た
ご
ひ
彼

等
が
絡
段
な
る
蓮
動
を
処
さ
す
ご
も
、
其
の
意
思
戚
情
．

其
の
詐
判
．
風
説
、
流
言
蛮
語
の
や
う
な
も
の
が
侮
り
難

い
数
果
を
生
す
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
五
代
に
於
て
此

の
傾
向
の
著
し
か
っ
た
こ
ご
は
、
堂
時
兵
士
が
践
雇
し
て

　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
史
上
に
於
け
ろ
公
私
債
務
の
免
除

檀
に
天
子
や
節
度
使
の
腰
立
を
行
っ
た
こ
ε
に
依
っ
て
も

察
せ
ら
れ
る
。
顧
ふ
に
、
公
私
債
負
免
除
の
令
が
頻
に
降

っ
た
主
な
る
原
因
は
蕪
に
求
む
べ
き
で
あ
ら
う
。
高
利
に

困
し
む
多
数
貧
民
を
救
賊
す
る
必
要
も
あ
っ
た
で
は
あ
ら

う
が
、
而
も
富
麗
の
利
盆
を
犠
牲
こ
し
て
断
然
斯
か
る
。
政

令
の
登
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
主
ε
し
て
、
多
数
貧

民
の
獣
心
を
沽
ふ
こ
ご
が
國
土
統
治
の
上
仁
有
利
で
あ
っ

た
頼
め
で
あ
ら
う
。

甑A

　
北
宋
に
は
公
私
債
負
を
併
せ
免
除
し
た
事
例
は
殆
見
え

な
い
。
唯
、
三
朝
北
盟
會
編
強
宣
和
四
年
十
月
十
三
日
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ

條
、
賜
新
復
州
縣
曲
赦
の
次
に
又
事
由
錨
除
科
峯
ご
あ
っ

て
下
の
詔
が
掲
げ
ら
れ
て
居
る
Q

　
詔
。
　
一
楽
目
荊
無
名
科
雄
剣
配
。
及
積
妊
愚
痴
。
　
一
切
煩
苛
之

　
令
。
勅
諸
州
一
一
具
聞
。
當
悉
行
錫
罷
。
不
必
待
報
者
。
宣
撫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む

　
司
十
返
。
積
久
税
賦
。
若
公
私
子
銭
皆
発
。
云
云
。

　
　
　
　
　
　
　
　
第
四
號
　
　
　
一
一
　
（
四
九
一
）



，s

　
　
　
第
十
巷
　
　
研
　
劣
　
　
支
那
更
上
に
於
げ
ろ
公
私
債
務
の
発
緊

急
の
認
も
所
謂
新
復
州
縣
に
欝
し
て
降
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
こ
ご
は
明
瞭
で
あ
る
Q
新
復
州
縣
ご
は
愛
人
降
伏
の
結

果
宋
の
版
圖
に
入
ら
ん
こ
し
つ
、
あ
っ
た
燕
京
一
幣
の
地

を
指
す
の
で
あ
る
。
併
し
當
時
事
實
に
宋
軍
の
掌
握
し
た

の
は
易
琢
二
州
で
あ
っ
た
か
ら
　
此
詔
の
實
施
さ
れ
た
の

も
主
こ
し
て
此
の
二
州
で
あ
っ
た
ら
う
。

　
南
渡
後
に
於
て
は
、
紹
興
中
の
記
録
に
此
の
問
題
が
見

え
る
。
郎
ち
建
炎
暴
繋
年
要
録
倦
頑
紹
興
二
＋
三
年

七
月
乙
丑
の
．
條
に
、
　
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
む
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　

　
詔
。
民
闇
二
十
私
債
。
還
利
過
本
者
。
並
與
依
條
除
放
。
先
乗

　
温
州
布
衣
萬
春
上
書
。
乞
…
將
民
間
有
利
債
負
。
還
息
未
還
息
。

　
及
本
給
及
二
者
。
並
與
除
放
。
庶
幾
少
抑
嚢
右
兼
並
之
樫
。
而

　
伸
貧
民
二
割
之
氣
。
詔
塗
戸
部
。
上
謂
大
臣
日
。
若
止
償
本
。

　
期
上
戸
不
肯
放
債
。
反
爲
細
民
之
害
。
可
含
子
細
措
置
。
善
書

　
行
下
。

ご
あ
る
。
既
れ
に
依
れ
ば
建
議
者
陰
欝
の
希
望
は
、
息
を
．

還
し
た
る
ご
還
さ
“
る
ご
、
又
本
に
及
べ
る
ε
及
ば
ざ
る

鐵
覗
號

＝
～
（
四
九
二
）

ご
を
問
は
す
、
あ
ら
ゆ
る
私
債
を
悉
除
放
せ
ん
ご
す
る
に

在
っ
た
け
れ
ざ
も
．
審
議
の
結
果
、
利
息
支
気
高
が
元
金
を

超
遇
し
た
も
の
、
み
今
後
の
債
務
を
免
除
す
る
こ
ご
、
定

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
冒
叉
同
書
港
頒
六
紹
興
二
十
四
年
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
7

月
壬
午
の
條
に
は

　
秦
檜
湊
。
諸
州
今
歳
豊
熟
り
聞
有
高
田
刃
傷
去
彪
。
上
日
可
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
條
槍
放
公
私
欠
負
。
勿
往
催
理
。
典
繋
官
年
歳
深
遽
者
。
委
戸

　
部
開
具
。
取
旨
除
放
。
衡
三
三
李
司
措
置
。
涌
蔽
纒
羅
。
務
令

　
余
濟
・
三
二
失
所
。
辮
遺
勲
⑳
戸

ご
あ
っ
て
．
三
州
三
三
の
威
に
於
て
公
私
娘
負
を
槍
放
し

た
こ
ε
が
見
え
る
。
蓋
．
紹
興
二
＋
三
年
七
月
に
は
私
債

の
み
を
除
放
し
た
の
で
あ
る
が
、
此
の
年
旱
傷
の
慮
に
於

て
は
．
私
債
は
前
年
の
例
に
照
ら
し
、
公
債
部
ち
繋
官
債

負
は
新
に
條
件
を
定
め
て
除
放
し
た
の
で
あ
ら
う
。
・
同

惜踊

ｵ
紹
興
二
十
六
年
七
月
戊
午
の
條
に
は

　
詔
。
民
間
私
欠
負
滋
、
依
欠
官
物
指
揮
。
限
紹
翼
二
十
二
年
以

　
前
。
並
行
除
毒
。
戸
部
侮
書
兼
櫻
知
臨
安
論
意
仲
通
慮
詔
有
請

　
也
。



ご
あ
る
。
慮
れ
よ
り
先
、
彗
星
出
現
の
爲
め
、
青
し
て
士

庶
の
陳
言
を
許
し
た
の
で
、
韓
飾
罫
は
之
に
癒
じ
て
私
債

除
放
の
こ
ご
を
講
う
た
の
で
あ
る
Q
敏
官
物
指
揮
ご
は
、
蓋

紹
興
二
十
四
年
無
傷
地
繋
官
債
負
の
虚
発
の
や
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

を
指
す
の
で
あ
ら
う
。
紹
興
二
十
二
年
以
前
ご
あ
る
の
は

誤
り
で
・
モ
濠
二
＋
瞳
隻
は
こ
＋
塾
年
な
ざ
あ
る

べ
き
で
な
い
か
ご
疑
は
れ
る
が
詳
で
な
い
。
次
に
宋
史

惨
蓄
宗
本
紀
八
、
．
紹
興
ニ
ナ
九
年
三
月
驚
喜
の
讐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　

　
除
湖
州
卒
子
鼠
興
流
民
公
私
債
負
。

ε
あ
る
。
此
れ
は
無
二
に
饗
し
て
の
事
で
あ
る
か
ら
，
何

の
制
限
も
無
く
、
一
切
の
公
私
債
負
を
回
転
し
た
の
で
あ

ら
う
。
同
書
楚
詩
宗
本
紀
、
糠
＋
六
降
月
、
諜
胎

位
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
大
数
。
百
官
進
秩
嚇
級
。
優
賞
諸
軍
。
錫
公
私
浦
｝
「
負
。
及
郡
縣

　
淳
熈
十
四
年
以
前
税
役
。

と
あ
り
、
叉
閏
五
月
庚
申
朔
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
発
声
三
三
熈
十
四
年
以
繭
隊
員
。
十
五
年
以
後
輸
言
及
本
者
鋤

　
　
之
。

　
　
　
第
十
巷
　
　
醗
　
兆
　
　
丈
那
史
上
に
於
け
る
公
私
俊
務
の
免
除

ご
あ
っ
て
、
公
私
蓮
負
に
間
す
る
前
後
二
回
の
令
を
掲
げ

て
居
る
が
．
雄
篇
滅
考
鯵
に
國
用
考
五
、
鍋
貸
の
條
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
P
　
　
’

蛯
の
間
の
事
情
を
遽
べ
て

　
淳
擦
十
六
年
二
月
。
光
譲
受
灘
齢
位
。
燭
高
子
叢
。
一
依
毒
皇

登
籔
事
理
。
勧
灘
翠
巌
翼
韓
禦
蕪
灘
灘
揚

　
臣
聖
書
。
紹
興
三
十
二
年
激
。
止
放
富
司
吏
員
。
今
乃
易
官
司
之

　
一
五
公
私
魚
蝋
。
激
下
之
後
。
並
置
頼
導
者
衆
。
乃
詔
。
私
債
納

　
息
過
本
者
放
。
未
過
本
考
。
賢
息
逡
本
。
並
緻
頼
昏
考
科
罪
。

ぎ
言
っ
て
居
る
。
蓋
淳
煕
十
六
年
二
月
に
は
公
私
債
負
を

無
條
件
で
除
く
こ
ε
、
し
た
け
れ
こ
も
、
物
議
が
多
か
っ

た
の
で
、
閏
五
月
遅
至
り
、
改
め
て
、
私
人
に
幽
す
る
債
負

は
、
淳
煕
十
四
年
珍
前
の
も
の
は
全
く
之
を
免
じ
、
十
五

年
以
後
の
も
の
で
は
元
金
ご
同
額
以
上
の
利
息
を
納
め
た

も
の
、
み
之
を
除
放
し
た
の
で
あ
る
。
文
献
蓮
考
に
一
依

壽
皇
登
極
赦
事
理
ご
あ
る
の
は
、
二
月
の
大
激
が
孝
宗

即
位
の
赦
ε
大
膿
同
楼
で
あ
っ
た
こ
ビ
を
講
ふ
の
で
、
實

は
一
方
に
は
官
司
債
負
ε
な
り
一
方
に
は
公
私
債
負
ご
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
纂
隔
號
　
　
　
コ
ニ
　
（
四
九
三
）

㌦



　
　
　
第
十
巻
　
　
研
　
究
　
　
支
那
吏
上
に
於
轄
ろ
公
泓
債
務
の
難
除

る
や
う
な
小
異
を
存
し
た
の
で
あ
る
。
五
刀
朔
の
命
に
至

っ
て
は
此
の
時
新
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
孝
宗
邸
位
の

激
に
は
全
メ
鋏
如
し
た
こ
ξ
認
め
な
け
れ
ば
撃
・
澱
。

因
み
に
言
ふ
、
、
楽
書
昏
者
の
意
義
は
詳
で
な
い
が
、
要
す

る
に
反
抗
し
騒
擾
す
る
こ
ざ
を
謂
ふ
の
で
あ
ら
う
。
爾
ほ

　
　
　
　
ぽ

交
獄
蓮
考
却
に
は

　
紹
熈
五
年
。
懇
齢
位
登
極
赦
。
鋤
放
題
淳
熈
＋
六
年
鼠
講

こ
な
る
が
、
淳
煕
十
六
年
故
事
ご
は
同
年
閏
五
月
の
修
正

を
経
た
も
の
を
嶽
す
の
で
あ
ら
う
。

　
三
代
の
丈
獄
に
現
は
れ
た
公
私
債
負
免
除
に
暮
す
る
記

事
は
大
艦
右
の
如
く
で
あ
る
G
も
つ
ご
も
、
租
税
及
び
官
に

嘱
す
る
債
負
の
免
除
は
、
此
の
外
に
も
屡
行
は
れ
た
が
、

或
條
件
に
依
っ
て
公
私
債
を
併
せ
て
免
除
し
、
若
し
く
は

輩
に
私
債
を
免
除
し
た
事
例
は
略
右
の
如
く
で
あ
る
。
北

宋
時
代
に
は
墨
書
治
通
鑑
長
編
の
や
う
な
詳
密
な
記
録
も

備
は
っ
て
居
る
け
れ
ざ
も
、
繕
え
て
其
の
事
の
見
え
な
い

の
に
依
れ
ば
、
公
私
債
負
除
放
は
此
の
時
代
に
は
大
鰹
行

　
　
　
　
　
　
　
第
購
號
　
　
　
　
扁
四
　
（
四
九
四
）

は
れ
な
か
っ
た
こ
見
珍
し
て
差
支
あ
る
ま
い
の
蓋
宋
の
・
太

麗
は
、
鋤
市
を
禁
じ
、
兵
士
の
專
恣
を
抑
へ
る
な
ご
、
総
じ

て
紀
綱
を
野
獣
し
秩
序
を
輩
固
に
す
る
の
政
策
を
執
っ
た

の
で
あ
る
か
ら
、
五
代
の
都
民
た
る
公
私
債
除
放
の
令
の

如
き
は
臨
然
腰
棄
し
た
こ
ご
で
あ
ら
う
Q
さ
う
し
て
爾
後

の
歴
帝
も
其
の
逡
躍
を
追
う
た
の
で
あ
ら
う
。
公
私
債
の

免
除
が
果
し
て
宣
和
四
年
十
月
新
冠
州
縣
に
降
さ
れ
た
手

認
に
始
ま
る
か
ざ
う
か
は
詳
で
な
い
け
れ
こ
も
、
定
に
か

・
く
北
宋
末
年
直
穿
の
氣
の
萌
し
元
時
期
に
超
つ
た
こ
ご
、

見
て
、
恐
ら
一
ば
大
県
あ
る
ま
い
。
南
宋
は
、
山
．
同
宗
朝
に

建
炎
以
寒
繋
年
要
録
の
如
き
委
し
い
記
録
が
あ
る
だ
け
で

其
の
後
の
早
朝
に
は
斯
様
な
文
無
を
敏
如
し
て
居
る
か
ら

輕
引
し
一
決
定
す
る
こ
ご
は
乾
町
な
い
け
れ
ざ
・
。
ハ
併
し

公
私
債
務
の
免
除
は
主
こ
し
て
高
宗
朝
に
行
は
れ
、
其
の

後
に
鋳
て
は
爵
位
の
際
多
少
之
を
行
ふ
位
で
あ
っ
た
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
七
て
高
卑
朝
に
主
こ
し
て
行
は
れ

た
の
は
、
朝
廷
の
営
繕
が
激
増
で
な
く
、
多
数
貧
民
の
態



度
に
特
に
珊
尊
意
す
る
必
要
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
あ
る
ま
い

か
。

前
に
掲
げ
だ
建
炎
以
來
繋
年
要
録
、
紹
興
二
＋
三
年
七

月
，
温
州
の
布
衣
萬
春
の
言
に
、
巌
幾
少
強
豪
右
鍮
丼
之

耀
而
伸
貧
民
李
之
氣
。
ビ
あ
る
が
、
常
時
余
井
の
勢
盆
甚

し
く
、
貧
民
の
之
に
配
す
る
怨
嵯
の
念
も
亦
尋
常
で
な
く
、

引
い
て
世
を
認
ひ
國
を
認
ふ
の
志
も
生
じ
π
こ
ビ
で
あ
ら
う
。

同
書
蟻
建
炎
四
年
ご
月
串
午
の
條
に
は

　
是
臼
鼎
州
人
三
相
作
鑑
。
自
稔
楚
王
。
初
金
入
回
訓
州
。
郡
盗

　
大
起
。
東
北
流
言
之
入
。
相
同
渡
江
。
武
経
次
夫
播
州
團
練
使

　
孔
三
舟
。
自
潅
西
敗
一
兵
。
侵
鎌
綱
爾
鼎
濫
諸
郡
。
泌
閣
修
撰

　
知
鋼
南
三
口
懇
小
城
去
。
想
武
陵
入
。
以
左
道
惑
衆
。
自
二
天

　
大
聖
。
雷
強
弾
難
聴
三
相
　
能
唐
人
疾
患
。
陰
語
其
徒
。
則
日

　
沸
伽
麺
騨
愈
響
獅
鞠
海
伽
・
蜘
野
鼠
欝
蜘
卸
幽
満
帆
勲
。
卿

　
卿
御
⑳
。
備
辛
煮
相
。
謂
之
舞
父
。
野
阜
者
二
十
年
。
縮
以
放

　
家
貨
蜷
寓
、
及
湖
湘
盗
難
。
粗
與
直
覧
結
集
嬬
忠
義
民
。
兵
士

　
大
夫
避
胤
者
多
依
之
。
相
所
居
村
有
田
。
日
天
子
商
。
塗
郎
其

　
虚
築
遜
淡
濠
。
以
樽
賊
爲
名
。
會
孔
彦
舟
入
三
州
。
相
乗
入
悔

　
　
　
第
十
谷
　
　
研
　
究
　
　
支
那
史
上
に
於
け
る
公
楓
債
務
の
免
除
’

　
驚
喜
。
因
託
言
短
彦
舟
以
聚
衆
。
至
親
超
兵
。
鼎
澄
荊
南
之
蝿

灘
。
相
幕
釜
。
暑
。
申
蕪
観
篭
。
而
湖
南
難
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
獄
公
事
王
彦
成
輩
世
郷
。
皆
紅
家
順
流
東
下
。
僅
以
身
発
。
賊

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
む
　
　
　
り
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
む
　
　

　
野
掛
宮
府
城
市
寺
掘
。
及
豪
右
三
家
。
凡
官
吏
儒
生
捨
謹
巫
醤

　
卜
醗
之
流
。
皆
爲
所
殺
。
云
云
。

ε
あ
っ
て
、
三
州
の
入
四
相
ざ
い
ふ
も
の
が
、
貴
賎
を
等

し
う
し
貧
富
を
．
均
し
う
す
ご
呼
擁
し
て
小
民
を
動
か
し
、

働
薫
及
ん
だ
こ
ビ
を
載
せ
て
居
る
。
貧
富
の
反
目
は
以
前

か
ら
の
事
で
あ
っ
て
、
貧
富
を
均
し
う
す
ご
い
ふ
こ
ご
も

亦
夙
に
働
徒
の
旗
織
ε
し
た
ご
こ
ろ
で
、
宋
の
太
宗
砂

淳
化
中
、
蜀
に
篠
っ
て
卜
い
π
王
小
波
。
李
順
の
輩
も
亦

之
を
ロ
に
し
淀
の
で
あ
る
。
併
乍
ら
、
南
町
の
初
、
艇
櫻

存
亡
の
危
機
に
際
し
て
は
、
特
に
多
数
貧
民
の
怨
嵯
を
和

ら
げ
、
不
逞
の
徒
が
斯
か
る
標
語
に
依
っ
て
民
を
煽
動
す

る
の
を
防
ぐ
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。
高
宗
の
時
、

屡
或
條
件
の
下
に
公
私
適
職
を
除
放
し
淀
の
も
、
一
つ
は

既
の
必
要
に
本
つ
い
た
の
で
あ
ら
う
。

第
四
號

一
五
（
四
九
五
）



第
十
巻
　
　
　
研
　
究
　
　
支
螂
吏
上
に
於
け
ろ
公
泓
債
務
の
免
除

七

　
大
金
國
志
櫓
煕
宗
天
谷
元
年
夏
の
條
に

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

　
元
帥
府
令
。
諸
欠
公
私
債
無
難
還
考
。
単
身
及
家
属
爲
奴
醜
償

　
之
。

ε
あ
る
が
、
建
炎
連
繋
年
要
録
霧
紹
備
州
年
〔
金
の

天
春
元
年
〕
六
月
の
絡
の
條
に
之
を
詳
蓮
し
て

　
是
認
。
金
左
官
軍
露
里
干
。
自
長
安
館
雲
中
元
帥
府
Q
下
令
。

　
諸
公
私
債
負
無
可
償
者
。
下
身
及
妻
女
爲
奴
蝉
以
償
之
。
先
導

諸
闇
易
貸
馨
於
蕗
。
歳
条
第
七
。
長
戸
お
㍊

　
幌
泉
鉾
馬
繋
溝
恕
鷺
驚
較
伽
御
手
柳
葎
却
・
諦

　
　
　
む
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
　
む
　
む
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
帥
等
身
違
赦
。
就
下
此
令
。
百
姓
怨
。
猛
往
事
債
主
。
囎
聚
山

　
谷
焉
。

ε
言
っ
て
居
る
。
此
れ
に
依
っ
て
煕
宗
邸
位
改
元
の
際
、

先
づ
公
私
債
負
を
免
除
し
て
債
主
た
る
諸
賢
帥
の
怒
を
招

き
次
に
掌
を
反
す
が
如
く
前
令
を
取
濡
し
、
極
端
に
寄
酷

な
命
を
下
し
て
、
復
た
貧
民
の
憤
怒
騒
動
を
惹
呈
し
た
こ

ε
が
知
ら
れ
る
。

八

第
凶
號

一
六
　
（
四
九
六
）

元
箋
黍
本
釜
＋
二
年
の
警

　
愚
妻
。
以
漁
民
貸
凋
落
金
償
選
者
歳
加
倍
。
名
羊
蕪
息
。
其
害

　
嬬
甚
。
詔
以
官
物
代
蓬
。
凡
七
萬
六
千
錠
。
雲
斗
凡
假
貸
歳
久

　
惟
子
本
相
俸
而
丘
。
萱
野
令
。

ビ
あ
る
。
子
本
相
田
壁
塗
ご
は
、
利
息
の
里
言
高
が
元
金

ご
同
額
に
謝
す
る
を
挨
っ
て
利
息
の
戦
評
を
停
止
す
べ
き

こ
ご
を
謂
ふ
の
で
あ
っ
て
、
元
金
ビ
同
額
の
利
息
を
支
…
沸

つ
た
も
の
に
黙
し
て
全
然
債
務
を
免
除
す
る
こ
ご
で
は
あ

る
ま
い
。
郎
ち
墨
債
者
の
義
務
を
元
金
の
外
之
ご
同
額
の

利
息
を
支
沸
ふ
こ
ご
に
限
っ
た
も
の
で
、
所
謂
一
本
一
利

の
制
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
此
の
制
は
現
在
の
畢
債

者
に
樹
し
て
も
適
用
さ
れ
π
で
あ
ら
う
か
ら
、
此
の
時
既

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

に
利
息
を
支
佛
ふ
こ
ご
元
金
の
二
倍
に
及
ん
だ
も
の
は
直

に
其
の
債
務
を
免
除
せ
ら
れ
、
未
だ
興
の
数
に
及
ば
な
い

も
の
、
爲
め
に
は
不
星
尚
を
官
よ
う
代
還
し
た
の
で
あ
ら

乞
蕎
書
響
梨
攣
・
至
元
架
樋
月
戊
午
の
條



こ
よ
　
　
　
壁

‘
　
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
む
　
　

　
勅
0
民
間
貸
銭
取
怠
0
米
穀
限
O
二
面
一
本
息
O

ご
あ
る
。
太
宗
十
二
年
の
命
は
其
の
後
磨
れ
了
は
つ
た
の

で
、
是
に
至
っ
て
誉
め
て
一
本
息
邸
ち
一
本
M
利
の
法
を

定
め
た
の
で
あ
ら
う
。
此
の
時
に
も
、
利
息
支
彿
高
が
既

に
一
本
一
利
の
額
に
達
し
た
も
の
は
其
債
務
を
免
除
せ
ら

れ
た
箏
で
あ
る
・
同
書
携
五
型
悉
解
は
・
泄
租

の
藩
邸
に
在
る
の
H
、
乗
馬
が
累
差
に
上
っ
た
長
書
の
中

に
、

　
今
宜
打
算
官
民
所
欠
債
資
。
若
實
爲
慮
當
。
差
魔
所
借
。
宜
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
合
輩
皇
帝
聖
旨
。
一
本
一
利
。
、
官
司
蘇
還
。
凡
陪
償
無
名
。
虚

契
饗
。
及
還
過
柔
者
並
霰
発
。
略
○
申
世
繋
納
。

ご
あ
る
。
文
中
、
合
牢
皇
帝
ご
あ
．
る
の
は
太
宗
を
指
す
の

で
あ
ら
う
。
此
れ
に
依
っ
て
至
元
六
年
の
勅
が
．
太
宗
の

遺
制
に
依
り
、
且
つ
鞍
壷
忠
の
建
言
に
本
つ
い
た
こ
ご
が

窺
は
れ
る
。

　
至
元
以
後
、
元
一
代
を
蓮
じ
て
、
一
本
一
利
の
法
は
善

　
　
　
第
十
悠
　
　
研
　
究
　
　
支
那
疵
上
に
於
け
る
公
私
蟹
務
の
免
除

く
行
は
れ
た
や
う
で
あ
っ
て
、
元
曲
の
中
に
も
屡
其
の
物

語
が
見
．
秀
。
さ
．
概
て
明
を
経
て
清
朝
ま
で
及
ん
だ
の

で
あ
る
。
此
れ
ご
同
時
に
、
公
私
債
負
免
除
の
倉
は
、
至

　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
六
〕

元
以
後
略
影
を
潜
め
し
ま
っ
た
。
顧
ふ
に
、
＝
本
一
利
の

法
は
、
五
代
の
債
墨
黒
放
の
・
如
き
一
時
の
庭
分
ε
違
ひ
、
、

永
久
の
制
度
ご
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
唐
以
家
の
利

息
問
題
債
負
問
題
は
此
れ
に
依
っ
て
ご
も
か
く
も
確
定
的

解
決
を
得
元
ε
謂
っ
て
よ
か
ら
う
。
至
元
以
後
公
私
債
負

免
除
の
事
が
処
ら
な
か
っ
た
理
由
は
一
つ
な
ら
す
存
す
る

で
あ
ら
う
が
、
一
本
一
利
法
の
樹
立
を
其
の
主
な
る
も
の

に
数
へ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

・
九

　
以
上
述
べ
來
つ
た
ご
こ
ろ
を
概
括
す
る
ご
、
コ
〕
私

債
若
し
く
は
公
私
債
負
を
併
せ
て
免
除
す
る
こ
ε
は
唐
以

前
の
文
獣
に
は
殆
見
え
な
い
こ
ご
〔
二
〕
但
し
漢
代
の
僻
訟

の
免
除
の
中
に
は
私
債
の
銀
白
も
含
ま
れ
た
ご
解
せ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
繁
四
號
　
　
　
一
七
　
（
四
九
七
）



　
　
　
第
十
巷
　
　
騨
　
究
　
　
支
那
吏
上
に
於
け
ろ
公
私
縫
務
の
免
除

る
こ
ご
，
ヌ
麿
代
に
も
私
債
免
除
の
事
例
が
唯
扁
っ
存
す

る
け
れ
こ
も
．
其
れ
は
極
め
て
煩
愚
な
僚
件
が
附
い
ザ
、
居

る
の
で
、
幾
の
實
数
も
無
か
っ
た
ε
考
へ
ら
れ
る
こ
ε
、

〔
三
〕
五
代
に
至
っ
て
公
私
債
負
の
免
除
が
私
行
は
れ
た
こ

ご
、
郎
ち
一
地
方
若
し
く
は
領
土
全
膿
に
於
て
、
條
件
附

或
は
殆
無
條
件
で
、
公
私
債
負
を
免
除
し
た
事
例
七
件
を

五
十
三
の
記
録
中
に
見
出
し
得
る
こ
ご
、
〔
四
〕
北
宋
に
入

っ
て
此
の
種
の
事
例
は
跡
を
繕
っ
だ
や
う
で
あ
る
が
、
其

の
末
期
か
ら
南
宋
に
亙
っ
て
i
L
特
に
南
渡
の
初
に
於
て

　
　
復
だ
稽
行
は
れ
た
こ
ご
、
〔
五
〕
公
私
債
負
免
除
の
令
「

は
下
働
の
世
、
多
数
貧
民
が
勢
力
を
得
る
時
代
に
現
は
れ

た
も
の
で
、
暫
時
爲
政
者
は
此
か
る
政
令
に
依
っ
て
多
数

貧
民
を
慰
撫
す
る
必
要
を
戚
じ
た
で
あ
ら
う
ε
推
測
せ
ら

れ
る
こ
ご
、
〔
六
〕
元
の
世
紐
以
後
に
於
て
は
公
私
債
負
免

除
の
会
を
見
嫁
い
が
、
其
の
主
因
の
一
つ
は
圃
本
一
利
制

の
樹
立
で
あ
ら
う
と
考
へ
ら
れ
る
こ
ε
等
で
あ
る
。

　
詑
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
第
瞬
魏
　
　
一
入
（
四
九
入
）

剛
　
琵
の
澗
〔
梁
宋
帝
貞
唄
六
年
四
月
丁
亥
〕
に
沿
府
元
亀
巷
四
百
九
十

　
｝
、
鄭
二
部
、
鰯
復
の
條
に
も
窪
め
ら
れ
て
居
る
。
但
し
奮
五
代
奥

　
の
方
が
鵜
詳
で
あ
る
。

二
　
既
の
認
〔
後
唐
蕪
宗
同
光
元
年
十
月
）
に
奮
五
代
奥
巻
三
十
、
唐
荘

　
宗
紀
四
に
も
牧
め
ら
れ
て
光
る
O

剛
昌
・
四
・
誼
一
本
一
利
に
関
す
る
記
黙
が
元
史
太
宗
本
紀
・
世
蔽
本
紀
・

　
劉
乗
忠
僻
等
に
議
す
ろ
こ
定
に
、
趙
翼
の
骸
絵
叢
考
巷
三
十
三
、
放

　
債
起
利
掬
二
加
三
加
四
並
京
債
の
條
に
見
え
る
◎
私
も
亘
れ
に
佐
っ

て
賢
料
の
所
在
な
知
り
、
更
に
原
書
に
就
い
て
考
究
し
歪
。

六
　
私
の
渉
猟
し
糞
隈
り
で
に
、
二
元
以
後
の
丈
献
に
に
、
公
私
螢
負

　
為
併
煙
晃
除
し
六
事
例
為
見
揖
さ
な
い
O
明
更
巻
二
太
就
本
紀
二
、

　
洪
武
元
年
八
月
己
卯
の
條
に
、
大
赦
の
二
重
な
列
記
し
六
中
に
、
民

　
間
隔
負
薄
雪
ε
あ
っ
て
、
所
謂
雲
速
蓮
負
に
、
、
一
見
、
忍
人
相
互
の

債
務
で
に
な
い
か
書
疑
は
れ
る
◎
併
乍
ら
洪
武
臆
測
巻
三
十
囚
、
岡

年
同
月
同
日
の
條
に
載
ゼ
ら
れ
れ
大
赦
の
認
の
原
丈
に
に
、
民
聞
遽

　
　
の
　
　
　
む
　
り

債
係
官
銭
穀
悉
童
詩
定
あ
ろ
か
ら
、
其
れ
が
私
債
で
な
く
し
て
係
嘗

債
負
で
あ
っ
六
こ
亡
ほ
明
瞭
で
あ
る
o


